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田川信用金庫（理事長 市岡 敏生）は、平成２４年８月３０日に

施行された「中小企業経営力強化支援法」に基づき、福岡財務支局

および九州経済産業局より経営革新等支援機関の認定を受けました

のでお知らせします。 

 

１．認定日 

平成２４年１２月２１日（金） 

２．支援業務 

創業支援、事業計画作成支援、販路開拓・マーケティング、 

金融・財務  

３．認定店舗 

  本部及び全営業店 

 

【お問い合わせ先】 

田川信用金庫 融資部 審査課 

ＴＥＬ ０９４７－４２－４０４０ 

中小企業経営力強化支援法に基づく 

経営革新等支援機関の認定について 


